
笛
吹
高
校
で「
選
挙
」に

つ
い
て
の
出
前
学
習
会

　選
挙
権
年
齢
の
「
18
歳
以
上
」
へ
の

引
き
下
げ
を
控
え
、
市
選
挙
管
理
委
員

会
は
、
笛
吹
高
校
の
3
年
生
を
対
象
に
、

出
前
学
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　当
日
は
、
ス
ラ
イ
ド
を
使
い
選
挙
の

仕
組
み
や
公
職
選
挙
法
に
つ
い
て
の
説

明
を
行
い
ま
し
た
。

　国
会
議
員
を
選
ぶ
「
国
政
選
挙
」
や
、

都
道
府
県
知
事
や
市
区
町
村
長
と
、
そ

れ
ら
の
議
会
の
議
員
を
選
ぶ
「
地
方
選

挙
」
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

　投
票
は
、
一
人
一
票
で
す
。
投
票
所

で
行
い
ま
す
。

　今
回
は
、
生
徒
会
の
代
表
に
実
際
に

使
用
さ
れ
る
投
票
箱
を
使
い
、
模
擬
投

票
を
体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

例
え
ば
・
・
・

○
有
権
者
が
電
子
メ
ー
ル
を
使
っ
た
選

挙
運
動

○
公
示
や
告
示
前
、
S
N
S
（
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
ラ
イ
ン

な
ど
）
に
立
候
補
予
定
者
に
対
す
る

投
票
を
依
頼
す
る
文
言
を
掲
載
（
○

○
さ
ん
に
投
票
し
て
く
だ
さ
い
な

ど
）

○
候
補
者
へ
の
投
票
を
取
り
ま
と
め
た

見
返
り
に
、
食
事
な
ど
の
接
待
を
受

け
る

○
届
け
出
を
し
て
い
な
い
車
上
運
動
員

（
例
：
い
わ
ゆ
る
ウ
グ
イ
ス
嬢
）
と

し
て
急
き
ょ
お
願
い
さ
れ
、
そ
の
後
、

候
補
者
か
ら
報
酬
を
受
け
取
る

○
街
頭
演
説
の
場
所
で
、
18
歳
未
満
の

方
に
ビ
ラ
を
配
布
さ
せ
る

　こ
こ
で
挙
げ
た
例
は
、
ほ
ん
の
一
例

で
す
。
公
職
選
挙
法
に
抵
触
す
る
と
、

刑
事
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　学
習
会
前
に
は
、
3
年
生
の
7
割
以

上
が
、「
選
挙
に
関
し
て
興
味
が
な
い
」

と
回
答
し
て
い
ま
し
た
が
、
学
習
会
後

に
は
7
割
以
上
が
「
少
し
興
味
を
も
っ

た
」
と
回
答
し
て
い
ま
し
た
。

　生
徒
か
ら
は
、「
自
分
た
ち
が
住
み

や
す
く
な
る
よ
う
に
、
選
挙
に
行
き
た

い
」「
自
分
の
持
っ
て
い
る
一
票
が
い

か
に
大
事
か
を
あ
ら
た
め
て
知
っ
た
」

「
普
段
使
っ
て
い
る
S
N
S
が
、
使
い

方
に
よ
っ
て
は
犯
罪
と
な
る
こ
と
に
驚

い
た
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　若
い
世
代
ほ
ど
投
票
率
が
低
く
な
っ

て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。
今
後
の
日

本
の
未
来
を
担
う
若
い
世
代
の
意
見

が
、
政
治
の
場
に
届
き
に
く
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　10
年
、
20
年
先
の
未
来
を
よ
り
よ
く

す
る
た
め
に
も
、「
18
歳
選
挙
権
」
を

き
っ
か
け
に
、
政
治
や
選
挙
に
つ
い
て

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
の
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

ど
ん
な
選
挙
で
投
票
が
で
き
る
の
?

学
習
会
を
終
え
て

選
挙
運
動
で
何
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
の
?

投
票
は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
?

選
挙
に
関
し
て
興
味
は
?

　今回の選挙では「初めて」の制度が3つあります。
▶初めて1　70年ぶりに選挙権年齢が改正され、「18歳以上から投票できる」初めての国政
選挙。

▶初めて2　住所移動（転出）の時期によっては、どちらの市区町村でも投票できないこ
とがこれまではありました。しかし、法改正により「住所要件が緩和されたことで、投
票できない現象が解消される」初めての国政選挙。
▶初めて3　これまでは、投票所に入ることができる子どもの範囲が限られていました。
しかし、法改正により「子どもの範囲が拡大」となる初めての国政選挙。

【機関】　私たちの意思が、正確に政治に反映されるためには、
選挙自体が公正に行われなければなりません。ですから、都道
府県や市区町村には必ず選挙管理委員会が設置されています。
正しい選挙を見守ることは、民主主義や私たちの暮らしを守る
ことなのです。

【役割など】　
▶投票管理者　正確に投票が行われているかの確認や、投票所

の秩序維持の確保に努めます。
▶投票立会人　公正な投票事務の監視などを行います。1投票所2人以上5人以下と定められてい

ます。
▶開票管理者　開票事務に関し、投票の点検や効力の決定、および開票所の秩序維持に努めます。
▶開票立会人　公正に行われるよう開票事務の監視などを行います。3人以上10人以下と定めら

れています。
▶選挙会・選挙長　開票の結果を確認し、当選人を決定する選挙会。その事務統括者を選挙長と

言います。
▶選挙立会人　選挙会に立会い、当選人決定手続きに参与します。3人以上10人以下と定められ

ています。

選挙に関するあれこれを発信する『選挙』豆知識
第6回目の今回は、選挙管理機関とその役割などに
関することをお伝えします。

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

笛吹市選挙管理委員会　笛吹市明るい選挙推進協議会

有権者のみんな、
注目！

NO.6「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

今月は参議院議員通常選挙が執行されるよ。投票所には、
必ず投票管理者、投票立会人が居るから、投票するとき
に確認してみてね。

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111

「選挙」豆知識
7月10日 参議院議員通常選挙投票日
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